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工
場
等
設
置
促
進
事
業
は

重
点
事
業
と
し
て
取
り
組

む
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
専

属
の
課
、
専
属
の
担
当
者
を
置
か

な
い
と
難
し
い
。町
長
の
見
解
は
。 

（
西
澤　

桂
一
議
員
）

︵
町
長
︶

　
工
場
等
の
誘
致
は
非
常
に
重
要

な
事
業
と
認
識
し
て
い
る
︒今
後
︑

グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
構
想
の
中
で

議
論
を
し
て
決
め
て
い
く
︒
各
セ

ク
シ
ョ
ン
で
も
み
な
が
ら
︑
ど
こ

に
民
間
の
土
地
が
あ
る
の
か
も
う

少
し
精
査
し
て
い
き
た
い
︒

農
業
振
興
計
画
が
平
成
29

年
度
策
定
さ
れ
て
お
り
、

新
た
な
農
業
へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
と

あ
る
が
、
今
後
農
業
が
ど
の
よ
う

な
分
野
に
踏
み
出
す
べ
き
と
考
え

る
か
。
30
年
度
は
ど
の
よ
う
な
取

り
組
み
を
さ
れ
た
の
か
。 

（
西
澤　

桂
一
議
員
）

︵
農
林
商
工
課
長
︶

　
集
落
営
農
条
件
整
備
や
担
い
手

確
保
・
経
営
強
化
支
援
等
に
取
り

組
ん
だ
︒
ま
た
︑
６
次
産
業
へ
の

取
り
組
み
は
︑
や
ま
い
も
ジ
ェ

ラ
ー
ト
を
売
り
出
し
た
︒

担
い
手
確
保
・
経
営
強
化

支
援
事
業
補
助
金
は
、
担

い
手
確
保
に
ど
の
よ
う
に
つ
な

が
っ
た
の
か
。取
り
組
み
内
容
は
。 

（
瀧　

す
み
江
議
員
）

︵
農
林
商
工
課
長
補
佐
︶

　
主
に
機
械
施
設
補
助
と
し
て
国

の
施
策
に
基
づ
い
た
支
援
を
農
業

者
へ
直
接
行
う
︒
経
営
自
体
を
レ

ベ
ル
ア
ッ
プ
さ
せ
る
た
め
に
必
要

な
農
地
の
確
保
︑
経
営
の
指
標
の

向
上
を
達
成
す
る
目
標
を
掲
げ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

　
町
と
し
て
農
業
者
に
寄
り
添
っ

た
対
応
を
し
て
い
る
︒

ス
ク
ー
ル
サ
ポ
ー
ト
ス

タ
ッ
フ
配
置
の
成
果
と
課

題
を
問
う
。 （
徳
田　

文
治
議
員
）

︵
教
育
長
︶

　
配
置
に
よ
り
教
員
が
子
ど
も
に

向
き
合
え
る
時
間
が
確
保
で
き
る
︒

中
央
ス
ポ
ー
ツ
公
園
の
使

用
料
は
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ

ル
フ
協
会
会
員
の
利
用
が
大
半
だ

と
思
う
が
、
介
護
予
防
か
ら
介
護

関
係
課
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
は

で
き
な
い
か
。 （
村
田　

定
議
員
）

︵
生
涯
学
習
課
長
︶

　
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
協
会
と
福

祉
が
連
携
し
て
い
く
こ
と
は
必
要

で
あ
る
︒①

小
学
校
の
通
学
路
の
安

全
・
改
善
に
つ
い
て
、
ど

の
よ
う
に
取
り
組
ん
だ
か
。

②
就
学
援
助
家
庭
の
状
況
・
傾
向

を
把
握
し
て
い
る
か
。

（
瀧　

す
み
江
議
員
）

︵
教
育
次
長
︶

①
夏
休
み
を
中
心
に
Ｐ
Ｔ
Ａ・
学

校
で
確
認
し
︑
道
路
管
理
者
等
と

協
議
し
た
︒
10
月
に
は
２
日
間
︑

道
路
管
理
者・公
安
等
と
確
認
す
る
︒

②
個
別
ケ
ー
ス
会
議
で
確
認
し
て

い
る
︒

依
智
秦
氏
の
里
古
墳
公
園

と
目
賀
田
城
跡
公
園
指
定

管
理
料
の
算
定
基
準
は
何
か
。
ま

た
、
管
理
補
助
金
の
基
準
は
。 

（
辰
己　

保
議
員
）

︵
歴
史
文
化
博
物
館
課
長
補
佐
︶

　
敷
地
の
平
米
数
・
植
栽
の
樹
木

の
本
数
・
種
類
等
管
理
業
務
内
容

か
ら
算
定
し
て
い
る
︒

　
補
助
金
に
つ
い
て
は
︑国
指
定
・

県
指
定
・
町
指
定
に
分
か
れ
て
い

る
︒

自
尊
感
情
・
学
び
の
礎
育

成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
充
当

の
意
図
は
。    

（
辰
己　

保
議
員
）

︵
教
育
次
長
︶

　
愛
知
中
学
校
地
域
を
重
点
地
域

と
し
て
︑
子
ど
も
の
生
活
と
学
ぶ

意
欲
を
支
え
る
活
動
に
補
助
金
を

充
当
し
て
い
る
︒

不
能
欠
損
額
の
増
加
の
理

由
と
徴
収
訪
問
を
ど
の
よ

う
に
し
て
い
る
の
か
。 

（
村
田　

定
議
員
）

︵
総
務
担
当
政
策
監
︶

　
固
定
資
産
税
の
大
口
に
よ
る
不

能
欠
損
で
あ
る
︒
徴
収
に
つ
い
て

は
︑
県
税
と
連
携
し
て
納
付
誓
約

等
努
力
し
て
い
る
︒

ふ
る
さ
と
納
税
が
減
少
し

て
い
る
。
寄
付
増
加
の
た

め
、
ど
の
よ
う
な
啓
発
を
し
て
い

る
か
。          

（
村
田　

定
議
員
）

︵
産
業
担
当
政
策
監
︶

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
ふ
る

さ
と
チ
ョ
イ
ス
・
職
員
が
企
業
内

公
正
採
用
人
権
啓
発
推
進
に
伴
う

企
業
訪
問
時
・
当
町
へ
の
視
察
者

等
へ
︑
幅
広
い
Ｐ
Ｒ
を
行
っ
て
い

く
︒

新
年
度
予
算
に
向
け
町
長

の
方
向
性
に
つ
い
て
問
う
。 

（
森
野　

隆
議
員
）

︵
町
長
︶

　
健
康
寿
命
の
延
伸
・
学
力
向
上
・

町
の
一
体
感
を
出
す
強
い
財
政
を

築
き
︑
よ
り
強
い
町
・
輝
く
町
を

造
っ
て
い
く
︒

自
主
財
源
の
確
保
の
た

め
、
ど
の
よ
う
に
取
り
組

も
う
と
し
て
い
る
の
か
。 

（
徳
田　

文
治
議
員
）

︵
企
画
担
当
政
策
監
︶

　
町
の
あ
る
べ
き
姿
・
地
域
活
性

化
の
姿
に
つ
い
て
︑
グ
ラ
ン
ド
デ

ザ
イ
ン
に
掲
げ
て
い
く
︒

︵
総
務
担
当
政
策
監
︶

　
安
定
的
な
財
源
確
保
に
努
め
る
︒

①
組
織
改
編
に
よ
り
歳
入

を
生
む
組
織
が
弱
く
な
っ

た
評
価
は
ど
う
感
じ
て
い
る
の

か
。

②
不
要
事
業
見
直
し
を
進
め
、
事

業
評
価
す
る
べ
き
と
考
え
る
。 

（
西
澤　

桂
一
議
員
）

︵
町
長
︶

①
農
業
と
商
業
と
の
ジ
ョ
イ
ン
ト

が
重
要
で
︑
相
乗
効
果
を
高
め
︑

創
造
的
な
仕
事
の
進
め
方
が
必
要

と
考
え
る
︒
組
織
と
し
て
の
一
体

感
・
事
業
の
推
進
力
を
高
め
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
︒

︵
総
務
担
当
政
策
監
︶

　
行
財
政
改
革
推
進
の
た
め
︑
事

務
事
業
の
見
直
し
を
進
め
る
︒

決
算
に
は
新
聞
・
テ
レ
ビ

等
で
の
広
報
件
数
を
公
表

す
べ
き
と
考
え
る
が
、
来
年
度
以

降
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
尋
ね

る
。
ま
た
町
長
の
定
期
的
な
記
者

発
表
を
す
べ
き
と
思
う
が
考
え

は
。 　
　
　
（
村
西　

作
雄
議
員
）

︵
企
画
担
当
政
策
監
︶

　
町
の
Ｐ
Ｒ
は
大
事
で
あ
る
と
考

え
る
︒
顔
の
見
え
る
形
で
Ｐ
Ｒ
し

て
い
く
︒

※
質
疑
な
し

※
質
疑
な
し

一
般
被
保
険
者
医
療
費
給

付
費
分
の
そ
の
他
財
源
と

は
何
を
指
し
て
い
る
の
か
。 

（
瀧　

す
み
江
議
員
）

︵
住
民
課
長
︶

　
一
般
被
保
険
者
医
療
給
付
費
の

そ
の
他
財
源
は
︑
一
般
会
計
繰
入

金
で
あ
る
︒

人
間
ド
ッ
ク
の
１
２
，
０

０
０
円
の
助
成
は
何
％
補

助
に
な
る
の
か
。
ま
た
被
保
険
者

は
、
ど
れ
く
ら
い
支
払
い
さ
れ
て

い
る
の
か
。 （
村
西　

作
雄
議
員
）

︵
住
民
課
長
︶

　
補
助
金
は
定
額
の
助
成
で
あ

り
︑
被
保
険
者
は
５
２
︐０
０
０

円
位
支
払
わ
れ
て
い
る
︒

県
統
一
化
と
な
っ
た
が
、

保
険
税
は
市
町
の
裁
量
で

決
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。 

（
村
西　

作
雄
議
員
）

︵
住
民
課
長
︶

　
市
町
で
決
め
て
い
る
︒

県
統
一
化
に
よ
る
事
務
事

業
の
不
具
合
・
効
果
・
評

価
に
つ
い
て
尋
ね
る
。 

（
瀧　

す
み
江
議
員
）

︵
住
民
課
長
︶

　
大
き
な
不
具
合
は
な
い
︒

　
効
果
は
︑
医
療
費
の
支
払
い
が

県
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
︑
事
務
の

効
率
化
と
な
っ
た
︒

繰
越
金
が
多
額
と
な
っ
た

要
因
は
何
か
。 

（
瀧　

す
み
江
議
員
）

︵
住
民
課
長
︶

　
医
療
費
減
少
と
国
か
ら
の
公
費

助
成
が
大
き
な
要
因
で
あ
る
︒

特
定
健
康
診
査
の
受
診
率

向
上
の
評
価
を
尋
ね
る
。 

（
瀧　

す
み
江
議
員
）

︵
健
康
推
進
課
長
︶

　
29
年
度
は
受
診
率
50
・
42
％
で

県
下
４
番
目
に
高
く
︑
特
定
保
健

指
導
に
つ
い
て
は
︑
30
年
度
65
・

32
％
で
︑
こ
れ
も
県
下
４
番
目
に

高
い
評
価
で
あ
る
︒

不
能
欠
損
の
人
数
と
介
護

保
険
料
や
後
期
高
齢
者
保

険
料
も
該
当
し
て
い
る
の
か
。
ま

た
時
効
に
よ
る
消
滅
の
人
数
を
尋

ね
る
。 　
　
（
西
澤　

桂
一
議
員
）

︵
税
務
課
長
︶

　
人
数
は
41
人
で
︑
介
護
保
険
︑

後
期
高
齢
者
に
つ
い
て
は
把
握
し

て
い
な
い
︒
時
効
に
よ
る
消
滅
者

は
︑
41
人
中
15
人
で
あ
る
︒

一
人
当
た
り
医
療
費
は
医

療
機
関
が
多
い
ほ
ど
高
く

な
る
。
医
療
費
を
も
っ
て
保
険
料

等
が
計
算
さ
れ
て
い
れ
ば
、
不
合

理
が
生
じ
る
。
町
独
自
の
保
健
事

業
等
の
努
力
を
ど
れ
だ
け
県
に
反

映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。 

（
西
澤　

桂
一
議
員
）

︵
住
民
課
長
︶

　
町
独
自
の
保
険
事
業
に
つ
い
て

は
︑
保
険
者
努
力
支
援
制
度
交
付

金
が
あ
る
︒
県
へ
は
意
見
を
し
て

い
く
︒

平
成
30
年
度
均
等
割
お
よ

び
所
得
割
の
軽
減
見
直
し

に
よ
る
影
響
は
あ
っ
た
か
。 

（
瀧　

す
み
江
議
員
）

︵
住
民
課
長
︶

　
影
響
は
あ
っ
た
︒

第
６
期
保
険
料
の
設
定
に

当
た
り
、
第
６
期
中
に
基

金
を
取
り
崩
す
と
し
て
い
た
が
取

り
崩
し
て
い
な
い
。
第
７
期
計
画

の
保
険
料
設
定
も
同
じ
こ
と
が
繰

り
返
さ
れ
て
お
り
、
１
，
６
２
３

万
円
の
繰
越
も
出
て
い
る
が
、
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。 

（
瀧　

す
み
江
議
員
）

︵
福
祉
課
参
事
︶

　
認
定
者
数
が
見
込
み
よ
り
伸
び

な
か
っ
た
こ
と
で
︑
給
付
費
が
抑

え
ら
れ
た
こ
と
が
要
因
で
あ
る
︒

保
険
者
機
能
強
化
交
付
金

の
ど
の
部
分
が
評
価
さ
れ

た
の
か
。 　
（
瀧　

す
み
江
議
員
）

︵
福
祉
課
参
事
︶

　
介
護
予
防
の
効
果
が
出
て
い
る

か
を
評
価
さ
れ
て
い
る
︒

介
護
医
療
院
と
は
ど
の
よ

う
な
施
設
か
尋
ね
る
。 

（
村
西　

作
雄
議
員
）

︵
福
祉
課
参
事
︶

　
医
療
依
存
度
の
高
い
介
護
保
険

施
設
で
国
の
制
度
切
り
替
え
で
︑

病
院
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
的

位
置
づ
け
と
し
て
人
員
基
準
を
見

直
し
た
施
設
で
あ
る
︒

未
払
金
の
う
ち
給
与
の
支

払
日
、締
め
日
は
い
つ
か
。 

（
徳
田　

文
治
議
員
）

︵
下
水
道
担
当
課
長
︶

　
基
準
日
は
１
日
で
あ
る
︒

下
水
道
使
用
料
の
減
額
理

由
と
企
業
会
計
移
行
に
よ

る
今
後
の
下
水
道
使
用
料
の
方
向

性
に
つ
い
て
尋
ね
る
。 

（
辰
己　

保
議
員
）

︵
下
水
道
担
当
課
長
︶

　
企
業
会
計
移
行
に
よ
る
平
成
30

年
度
打
切
り
決
算
に
よ
り
減
額
と

な
っ
て
い
る
︒

　
今
後
に
つ
い
て
は
︑
独
立
採
算

で
あ
る
企
業
会
計
と
し
て
︑
一
般

会
計
か
ら
の
繰
り
入
れ
を
減
ら
し

て
い
き
た
い
︒

元気もりもり教室

④
後
期
高
齢
者
医
療
事
業

　
　
　
　
　
特
別
会
計
決
算

⑤
介
護
保
険
事
業

　
　
　
　
　
特
別
会
計
決
算

⑥
下
水
道
事
業
特
別
会
計
決
算
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認　定

9月6日

9月24日

令和元年９月定例会

平成 30年度愛荘町の財政健全化判断比率等の報告について
　愛荘町の財政健全化比率および資金不足比率について報告を受けたもの。
　※監査委員の意見「適正に作成されているものと認める。」

愛荘町印鑑条例の一部を改正する条例
　住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の公布により、住民票への旧氏記載と旧氏でも印鑑登録
ができることを 11 月 5日以降可能とするため、所要の改正を行うもの。

愛荘町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
　「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が国
で公布され、成年被後見人にかかる地方公務員の欠格条項が削除されたことを受け、該当箇所を削除す
るもの。

愛荘町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
　災害弔慰金の支給等に関する法律において、災害援護支援金の貸付利率について、市町村が条例にお
いて政策判断に基づき、低い利率での貸付けが可能となり、被災者の返済負担を軽減し、被災者支援の
充実強化に資するため所要の改正を行うもの。

愛荘町消防団条例の一部を改正する条例
　成年後見人制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年後見人及び被保佐人の人権が尊
重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年後見人等にかかる欠格条項
その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための措置として一部改正を行うもの。

愛荘町放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
　国が定める「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」を踏まえ、「愛荘町放課後児童健
全育成事業の設備及び運営に関する基準」を制定している。国の省令が改正されたことに伴い、所要の
改正を行うもの。

愛荘町環境基本計画審議会条例を廃止する条例
　環境基本計画審議会の事務については、愛荘町環境基本条例および環境審議会規則に定める環境審議
会に移管されているため、条例を廃止するもの。

愛荘町子どものための教育に関する施設利用者負担額を定める条例を廃止する条例
　子ども･子育て支援法施行令第４条において、満３歳以上教育認定子ども（１号認定）については、利
用者負担上限額を零としたため、条例を廃止するもの。

滋賀県市町村交通災害共済組合規約の変更について
　滋賀県市町村交通災害共済組合が令和元年度末で解散するため、解散後の事務の継承のため組合規約
の変更について、関係地方公共団体の議会の議決を求めるもの。

滋賀県市町村交通災害共済組合を解散することについて
　滋賀県市町村交通災害共済組合が令和元年度末で解散するため、関係地方公共団体の議会の議決を求
めるもの。

滋賀県市町村交通災害共済組合の解散に伴う財産処分について
　滋賀県市町村交通災害共済組合が令和元年度末で解散するため、財産処分について、関係地方公共団
体の議会の議決を求めるもの。

財産の取得につき議決を求めることについて
　令和元年度物品第６号　愛荘町ネットワーク機器物品購入
　　取得金額　9,612,000 円
　　契約の相手方　　株式会社ケーケーシー情報システム（京都府京都市）

令和元年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）
　歳入歳出に 17,541 千円を追加し、総額を 1,812,699 千円とする。
 　・平成 30 年度事業実績に伴う国・県の交付金・負担金に返還が生じたことによるもの

令和元年度愛荘町下水道事業会計補正予算（第１号）
　歳入歳出の増減はなく、歳入予算の更正を行うもの
　・資本費平準化債　58,700 千円　他会計補助金　△58,700 千円

平成 30年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて
　※詳細　Ｐ7のとおり

　9月定例会が 9月 5日から 24 日まで 20 日間開催された。
　今期定例会の一般質問は11議員から通告があり、第1日目（9/5）は8議員、第２日目（9/6）３議員が質問を行った。
（※一般質問概要は、11ページから）
　町長提出議案は追加議案を含め 28 件、議員提出案件は 5 件あり、それぞれ慎重に審議を行った。結果、請願は不採
択となったが、それ以外の議案はすべて可決・認定された。


